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第 ８ 回 合 併 協 議 会（５月１１日∏　尾西市役所新庁舎）

　

次
の
と
お
り
、
協
議
会
・
小
委
員
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�

　

次
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

A　

広
報
広
聴
関
係
事
業
（
そ
の
２
）
に
つ

い
て

　

広
報
誌
等
の
広
報
事
業
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
一
宮
市
の
制
度
に
合
わ
せ
、
引
き

続
き
情
報
の
提
供
に
努
め
る
。
な
お
、
合
併

に
伴
う
市
民
生
活
に
関
わ
る
情
報
は
、「
暮
ら

し
の
便
利
帳
」
を
合
併
後
速
や
か
に
作
成
し

配
布
す
る
こ
と
に
よ
り
周
知
を
図
り
、
そ
の

他
の
情
報
は
毎
月
の
広
報
誌
及
び
必
要
に
応

じ
て
臨
時
号
を
発
行
し
、
情
報
提
供
に
努
め

る
。
ま
た
、
広
聴
事
業
に
つ
い
て
は
、
直
接

市
民
か
ら
市
政
に
関
す
る
意
見
を
聴
く
方
法

第
˘
回
総
務
文
教
小
委
員
会

第
˘
回
総
務
文
教
小
委
員
会
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日
π　
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を
検
討
す
る
な
ど
合
併
後
も
充
実
を
図
る
。

B　

学
校
教
育
事
業
（
そ
の
２
）
に
つ
い
て

　

引
き
続
き
教
職
員
の
資
質
の
向
上
に
努
め

る
と
と
も
に
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
そ
れ
ぞ

れ
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
教
育
環
境

の
充
実
に
努
め
る
。

∏　

少
人
数
学
級
及
び
少
人
数
指
導
に
つ
い

て
は
、
一
宮
市
・
尾
西
市
の
方
式
と
す
る
。

た
だ
し
、
木
曽
川
町
に
お
い
て
は
、
平
成

　

年
度
ま
で
現
行
の
方
式
と
す
る
。

１８
π　

自
然
教
室
推
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
学

校
行
事
と
し
て
位
置
づ
け
、
各
学
校
の
実

態
に
合
わ
せ
て
実
施
し
、
公
費
負
担
は
廃

止
す
る
。

�
�
�
�
�
�

　

次
の
と
お
り
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

A　

特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

尾
西
市
及
び
木
曽
川
町
の
常
勤
の
特
別
職

（
教
育
長
を
含
む
）
は
、
失
職
す
る
。

B　

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
に
つ
い

て∏　

「
新
市
に
お
け
る
事
務
組
織
・
機
構
の

整
備
方
針
」
に
基
づ
き
、
一
宮
市
の
組
織

を
基
本
に
統
合
す
る
。
な
お
、
一
宮
市
に

な
い
組
織
は
所
管
の
部
に
帰
属
さ
せ
る
。

π　

部
署
の
配
置
は
、
一
宮
庁
舎
・
尾
西
庁

舎
・
木
曽
川
庁
舎
に
機
能
を
分
散
さ
せ
る

分
庁
方
式
と
し
、
原
則
、
部
局
単
位
の
配

置
と
す
る
。

¤　

尾
西
庁
舎
に
は
、
建
設
部
門
及
び
水

道
部
門
（
一
部
除
く
）
を
配
置
す
る
。

‹　

木
曽
川
庁
舎
に
は
、
教
育
部
門
を
配

置
す
る
。

›　

一
宮
庁
舎
に
は
、そ
れ
以
外
の
企
画
・

管
理
部
門
等
を
配
置
す
る
。

∫　

尾
西
庁
舎
・
木
曽
川
庁
舎
に
は
窓
口
部

門
を
設
置
す
る
。

C　

窓
口
業
務
に
つ
い
て

　

で
き
る
限
り
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招

か
な
い
よ
う
十
分
配
慮
し
、
ま
た
、
合
併
後

の
業
務
量
の
変
化
や
地
域
住
民
の
利
用
動
向

を
踏
ま
え
、
段
階
的
に
再
編
、
見
直
し
を
行

う
。

∏　

一
宮
市
出
張
所
、
尾
西
市
南
部
公
民
館
、

尾
西
市
老
人
憩
の
家
で
の
取
扱
い
業
務
は

現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

π　

尾
西
庁
舎
、
木
曽
川
庁
舎
で
の
取
扱
い

業
務
は
、
一
宮
市
出
張
所
取
扱
い
業
務
を

基
本
に
、
と
り
わ
け
福
祉
部
門
の
窓
口
に

つ
い
て
は
、
原
則
、
一
宮
庁
舎
と
同
等
の

業
務
内
容
と
な
る
よ
う
、
合
併
時
ま
で
に

調
整
に
努
め
る
。
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次
の
と
お
り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

A　

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
第
３
１
０
条
の
改
正
に
よ
り
、

平
成　

年
度
か
ら
市
町
村
民
税
均
等
割
が
年

１６

額
３
、
０
０
０
円
と
制
度
改
正
さ
れ
、
２
市

１
町
と
も
条
例
改
正
を
行
い　

年
度
か
ら
年

１６

額
３
、
０
０
０
円
に
な
る
こ
と
か
ら
、
調
整

方
針
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

『
∏
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

第　

条
の
規
定
に
よ
り
、
市
民
税
の
均
等
割

１０
に
つ
い
て
は
合
併
後
５
年
間
は
不
均
一
課
税

と
す
る
。』
を
削
除
す
る
。
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�
�
�
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A　

新
市
建
設
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

　

県
協
議
前
の
小
委
員
会
案
と
し
て
了
承
さ

れ
ま
し
た
。
な
お
、
本
小
委
員
会
案
は
、
５

月　

日
の
協
議
会
に
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

１１
�
�
�
�
�
�

　

次
の
と
お
り
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

A　

合
併
の
期
日
に
つ
い
て

　

合
併
の
期
日
は
、
平
成　

年
３
月　

日
と

１７

３１

す
る
。

�
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�

　

新
市
建
設
計
画
作
成
等
小
委
員
会
関
係　

　

新
市
建
設
計
画
（
案
）
を
県
へ
の
事
前
協

議
に
か
け
る
こ
と
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
ま
し

た
。 第

回
新
市
建
設
計
画
作
成
等

第　

回
新
市
建
設
計
画
作
成
等

１０１０
小
委
員
会

ı
月

日
ª

小
委
員
会 

ı
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日
ª　
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次
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
務
文
教
小
委
員
会
関
係　

A　

広
報
広
聴
関
係
事
業
（
そ
の
２
）
に
つ

い
て

B　

学
校
教
育
事
業
（
そ
の
２
）
に
つ
い
て

　

い
ず
れ
も
第
８
回
総
務
文
教
小
委
員
会
で

の
決
定
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�

　

次
の
と
お
り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

A　

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

第
８
回
総
務
文
教
小
委
員
会
で
の
報
告
の

と
お
り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�

　

次
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

A　

特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て

B　

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
に
つ
い

てC　

窓
口
業
務
に
つ
い
て

　

い
ず
れ
も
第
８
回
総
務
文
教
小
委
員
会
で

の
提
案
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

第
˙
回
総
務
文
教
小
委
員
会

第
˙
回
総
務
文
教
小
委
員
会

ˆ
月

日
π

 

ˆ
月　

日
π　
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一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会だより�

平成１７年度～３６年度の財政推計（見直し後）�
国の三位一体の改革による地方交付税等の制度変更等を踏まえ�
財政推計を下記のとおり見直しました。�

-2,000

-3,000

-4,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000
（百万円）�

合併する場合の形式収支（歳入ー歳出）の推移�

形式収支（歳入ー歳出）�

財政規模に対する収支割合�

（財政規模に対する収支割合＝形式収支／歳入額×100）�

-1.0

-1.5

-2.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5
（％）�

H18 H19 H20 H22 H23 H24
H25 H26

1,190

513
797 981 1,092

467

-406
-106 -185

H34
467 1

657 607

-163-163
-406

-106 -185-99

-1,111-993
-529

-1,352

H17

-1,666

-919
�

H21
H28 H29

H30
H32

H33 H34
H35 H36H27

H31

-1.27%

-1.02%

-1.87%

-1.08%

-1.49%

-0.59%

-0.11% -0.19%

0.59%

1.35%

-0.47%

0.92%

1.13%
1.25%

-0.12%

0.54%

-0.21%
0.00%

0.75% 0.70%

合
併
後
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
（
そ
の
３
）�

　
前
号
ま
で
で
ご
紹
介
し
た
以
降
、
決
定
し
た
事
項
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

少
人
数
学
級
・
少
人
数
指
導�

　
一
宮
市
・
尾
西
市
の
方
式
と
し
ま
す
。�

た
だ
し
、
木
曽
川
町
で
は
平
成
18�
年
度
ま�

で
現
行
の
と
お
り
で
す
。�

〔
参
考
　
現
行
制
度
の
比
較
〕�

b
一
宮
市
・
尾
西
市�

　
少
人
数
学
級
（
小
学
校
１
年
生
33
人
学�

　
級
）
＋
少
人
数
指
導
（
県
基
準
）
＋
少�

　
人
数
指
導
（
市
独
自
で
教
員
を
採
用
）�

b
木
曽
川
町�

　
少
人
数
学
級
（
小
中
学
校
全
学
年
35
人�

　
学
級
）
＋
少
人
数
指
導
（
県
基
準
）�

自
然
教
室
推
進
事
業�

　
引
き
続
き
実
施
さ
れ
ま
す
が
、
公
費
の�

一
部
負
担
は
廃
止
し
ま
す
。�

　
月
１
回
の
発
行
と
な
り
ま
す
が
、
「
暮�

ら
し
の
便
利
帳
」
を
合
併
後
速
や
か
に
作�

成
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
広
報
誌�

の
臨
時
号
を
発
行
す
る
な
ど
、
き
め
細
か�

な
情
報
提
供
に
努
め
て
い
き
ま
す
。�

ï
住
民
サ
ー
ビ
ス
（
住
民
生
活
関
係
）�

広
報
誌�

見直し後の推計 （単位：百万円）
※累積収支について
従来の推計 （単位：百万円）

▲５，１２９
▲１，２２４

【合併した場合】
１０年間累計
２０年間累計q

４，１２７
１１８

【合併した場合】
１０年間累計
２０年間累計

▲２４，５４９
▲５５，６８９

【合併しない場合】
１０年間累計
２０年間累計

▲１５，５９１
▲５５，２０１

【合併しない場合】
１０年間累計
２０年間累計

※なお、推計上、各年度に生じる赤字黒字は通常の普通建設事業費
　の増減によって調整します。

自 然 教 室 推 進 事 業自 然 教 室 推 進 事 業
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〒491－8501　一宮市本町2丁目5番6号（一宮市役所西分庁舎２階）�
TEL・FAX（共通）　0586－73－1031�
ホームページアドレス　ht tp : //www. ibk -ga ppe i . j p /�
Eメールアドレス　in fo@ ibk -ga ppe i . j p

各市町の合併担当課は�
　一宮市企画部企画政策課　TEL 73－9111　内線2112�
　尾西市企画部企画政策課　TEL 63－4815　（直通）�
　木曽川町総務部企画課　TEL 87－1111　内線220�
�

一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会事務局�

一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会だより�

協定項目進捗状況一覧　　　　　　
 平成１６年ˆ月１９日現在

進捗状況協　定　項　目　名協定項目番号
◎合併の方式１
◎※合併の期日２
◎新市の名称３
◎新市の事務所の位置４
◎財産の取扱い５
◎地域審議会の取扱い６
◎議会の議員の定数及び任期の取扱い７
◎農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い８
◎地方税の取扱い９
◎一般職の職員の身分の取扱い１０
○特別職の身分の取扱い１１
◎条例、規則等の取扱い１２
○事務組織及び機構の取扱い１３
◎一部事務組合等の取扱い１４
◎使用料、手数料等の取扱い１５
◎公共的団体等の取扱い１６
◎補助金、交付金等の取扱い１７
◎町名・字名の取扱い１８
◎慣行の取扱い１９
◎国民健康保険事業の取扱い２０
◎介護保険事業の取扱い２１
◎消防団の取扱い２２

各種事務事業の取扱い２３
◎女性政策事業　－０１
◎姉妹都市、国際交流事業　－０２
◎電算システム事業　－０３
◎広報広聴関係事業　－０４
◎納税関係事業　－０５
◎消防防災関係事業　－０６
◎交通関係事業　－０７
○窓口業務　－０８
◎保健衛生事業　－０９
◎障害者福祉事業　－１０
◎高齢者福祉事業　－１１
◎児童福祉事業　－１２
◎保育事業　－１３
◎生活保護事業　－１４
◎その他の福祉事業　－１５
◎健康づくり事業　－１６
◎病院事業　－１７
◎環境対策事業　－１８
◎農林水産関係事業　－１９
◎商工・観光関係事業　－２０
◎勤労者・消費者関連事業　－２１
◎建設関係事業　－２２
◎上・下水道事業　－２３
◎市（町）立学校の通学区域　－２４
◎学校教育事業　－２５
◎文化振興事業　－２６
◎コミュニティ施策　－２７
◎社会教育事業　－２８
◎その他事業　－２９

その他２４
○新市建設計画に係る事項２５

基本方針が確認された項目◎　協議中の項目○ 
一部確認された項目△　　　　今後協議する事項▲
※一旦確認されましたが、後日あらためて詳しい事項が決定されます。

　

今
後
の
会
議
の
予
定
に
つ
い
て
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

当
協
議
会
は
、
地
域
の
皆
様
に
積

極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
た
め
、
原

則
と
し
て
協
議
会
を
公
開
し
て
い
ま

す
。
ど
な
た
で
も
傍
聴
が
で
き
ま
す

の
で
、
是
非
会
場
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。
な
お
、
会
場
の
都
合
上
、
傍

聴
人
数
は
先
着
順
で　

名
と
さ
せ
て

３０

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
予
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　

一
宮
市
・
尾
西
市
・
木
曽
川
町
の

合
併
に
つ
い
て
ご
意
見
、
ご
質
問
の

あ
る
方
は
、
お
気
軽
に
下
記
一
宮
市

・
尾
西
市
・
木
曽
川
町
合
併
協
議
会

事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
協

議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
情
報
を

提
供
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ア
ク
セ

ス
し
て
く
だ
さ
い
。
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合併協議会・各小委員会開催日程

合 併 協 議 会

¯月Û日ª
９：３０～

一宮地場産業ファッション
デザインセンター展示ホール

¯月
¯月２７日∏
１４：００～

一宮地場産業ファッション
デザインセンター展示ホール

※都合により、日程等が変更になる場合があります。
※新市建設計画作成等、総務文教、厚生、経済環境、建設小委員会の
　開催予定はありません。

＊お知らせ＊�
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